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１．問題意識 
 
（２０１１年を見据えた通信・放送改革の必要性） 
 １９９０年代以降、デジタル化・ＩＰ化等の技術革新が急速に進展する中、

政府が幾多のＩＴ振興策を講じ、それに応えつつ通信・放送事業者も様々な取

り組みを行ってきた。その成果として、ユビキタスネット社会の実現に向かう

２０１１年までに二つの大きな政策目標が達成されようとしている。第一に、

２０１０年度にブロードバンド・ゼロ地域が解消され、通信インフラのブロー

ドバンド化が完了する。第二に、２０１１年７月に地上波テレビ放送のデジタ

ル化が完了し、地上デジタル放送網が整備される。即ち、２０１１年に世界最

先端のデジタル・インフラが構築されることになるのであり、２０１１年は“完

全デジタル元年”と位置づけられる。 
 ２０１１年の段階では、この世界最先端のインフラを最大限活用して、世界

最先端のデジタル・サービスが開発・提供されるようになり、国民生活、経済

活動及び文化の全般に技術革新のメリットが行き渡るようにしなければならな

い。何故なら、日本は現在、グローバル化、少子高齢化・人口減少といった大

きな試練に直面しているが、そうした中で“デジタル”や“ＩＰ”は日本の新

たな原動力となり、持続的な経済成長、地域再生、人間力の強化、ソフトパワ

ーの強化等の課題の達成に貢献する可能性を持っているからである。 
 しかし、現状のままでは、２０１１年の段階で世界最先端のインフラが構築

されても、世界最先端の通信・放送サービスの提供は困難である。そのような

事態に陥った原因としては、制度上の問題や事業者の問題等、様々な課題が存

在する。 
従って、五年に渡る構造改革を経て日本経済が復活しつつあり、“完全デジタ

ル元年”まで五年しかない今こそ、通信・放送の在り方を抜本的に再検討する

ことを通じ、ブロードバンド大国、モバイル大国、テレビ大国たる日本の総合

的な強みが、世界最先端のインフラを活用して最大限発揮されるようにするた

めの戦略を確立し、２０１１年段階で全ての国民・組織・産業がデジタル化・

ＩＰ化等の技術革新のメリットを最大限に享受できる体制を整備すべきである。 
  
（三つの観点の重要性） 
通信・放送の在り方の再検討に当たっては、以下の三つの観点から取り組む

ことが重要である。 
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 第一は、一般利用者の観点である。通信・放送サービスに関しては、一般利

用者の視点から見て「何故こういうサービスが提供されていないのだろう」と

思うことがよくある。これは、通信・放送の制度が技術革新に対応できていな

いためであり、その結果、事業者が利用者のニーズに応じたサービスを自由に

提供できず、デジタル化・ＩＰ化等の技術革新のメリットが日本に十分に浸透

していないからである。 
 第二は、競争力の強化と事業展開の多様化という観点である。日本の通信・

放送事業は、欧米と比較すると、未だ成長の余地が大きいと考えられ、市場規

模を拡大するには、まず国際的な競争力の強化が必要である。これまで日本の

通信・放送事業者は主に国内市場で活動してきたが、グローバル化により特に

情報に関して国境が無意味になる中では、国際競争力の強化は不可欠である。

同時に、通信・放送事業者の事業展開の多様化が必要である。少子高齢化と人

口減少が進む中、従来のビジネスモデルに拘泥していては、国内市場の拡大は

困難と予想されるからである。 
第三は、ソフトパワーの強化という観点である。中国等の経済が高成長を続

ける中、日本がアジアと世界におけるプレゼンスを維持するとともに、経済力

以外の面での国際貢献を充実するには、ソフトパワーの強化が不可欠である。

ソフトパワーとは、軍事力・経済力というハードパワーに代わる国力の源泉で

あり、“他国を引き付ける魅力”である。日本は、アニメ等のポップカルチャー

や様々な伝統文化といったソフトパワーの源泉を有しており、その顕在化には

コンテンツ制作力の強化と情報発信力の充実が不可欠であることから、通信・

放送事業にかけられる期待は一層大きいと言えよう。 
 
２．現状認識 
 
（融合／連携の遅れ） 
上述のように、デジタル化・ＩＰ化等の技術革新のメリットが社会・経済に

十分に浸透しない原因の一つに、通信・放送事業に対する規制の硬直性が挙げ

られる。即ち、通信と放送の規制体系が旧来の技術特性に基づいて厳然と区別

されているため、技術革新のメリットが発揮された、融合的なサービスの提供

等が阻害され、十分な利用者利益が実現していないと考えられる。 
 
（不十分な競争と事業展開） 
通信事業での競争は未だ不十分である。アクセス網を中心にボトルネック性

が存在するのみならず、ブロードバンド市場では新たなドミナンスが発生する

可能性もある。一方、ＮＴＴは、技術と市場の実態にそぐわない規制により事

業展開の自由度が制約され、そのポテンシャルを発揮できない状態にある。こ
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のような事態に至った原因は、通信の規制体系と１９９９年のＮＴＴ再編が、

デジタル化やＩＰ化等の急速な技術革新を予期していなかったからである。 
放送事業でも、５０年以上前に制定された放送法に基づき、アナログ時代に

確立された規制体系や過度の行政指導等により、事業者が自由な事業展開を行

いにくい環境となった結果、欧米のメディア・コングロマリットと比肩し得る

ような国際競争力のあるメディアが育っていない。 
このように、競争や自由な事業展開が不十分であった結果、事業者のポテン

シャルが十分に発揮されてこなかった側面は否めない。このままでは、日本の

事業者が、米国のネット企業やハリウッドに代表される“デジタル・ＩＰを活

用した映像ビジネスの展開”に対して、国際市場を舞台として競争することは

困難であろう。 
 
（困難なソフトパワー強化への貢献） 
ソフトパワーの強化は喫緊の課題であり、そのためには、放送事業者が重要

な役割を果たさなければならない。なぜなら放送事業者は、脆弱なコンテンツ

産業の強化や情報発信の充実、更には素晴らしい文化の発掘等に大きく貢献で

きるからである。従って、放送事業者が文化の発掘・創造と情報発信の担い手

として存分に活躍できるような環境を整備することが必要である。 
 
（ＮＨＫ問題への対応） 
不祥事の続発に端を発したＮＨＫ問題は、未だ解決されていない。組織とし

てガバナンスが強化されたとは言い難く、公共放送が持つ非効率性も改善され

ていない。デジタル化・ＩＰ化等の技術革新の潮流の中で、通信・放送が変革

を必要とされている今こそ、ＮＨＫも、不祥事の発生を未然に防ぐ体制を確立

するとともに、ＩＰ時代にふさわしい公共放送として、ＮＨＫの持つ経営資源

を国民のために有効に活用すべき責務を改めて認識しなければならない。 
 
３．対応の方向性 
 
以上から明らかなように、２０１１年に世界最先端の通信・放送インフラが

完成するまでに、通信・放送の在り方を再検討し、制度の抜本的な見直しを含

め必要と考えられる環境整備を包括的に行うことは、インフラにふさわしい世

界最先端のデジタル・サービスが提供され、ＩＰ化・デジタル化等の技術革新

のメリットを日本の経済・社会が享受できるようにするために不可欠である。 
 そこで、本懇談会では、本年１月から計１４回に渡る集中的な検討を行って

きた。その結果、以下に述べる措置を２０１０年までに速やかに講じることが

不可欠であるという結論に至った。総務省はじめ政府が、本報告書の内容を真
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摯に受け止め、必要な措置を講じることを強く期待する。また、総務省におい

ては本報告書に沿った検討を行うための検討体制・工程などを具体化し、速や

かに公表するとともに、その進捗状況を定期的に検証・公表すべきである。 
 
（１）総論 
 
２０１１年には世界最先端の通信・放送インフラが構築されることを考慮す

ると、２０１０年代初頭には、ブロードバンド・アクセスを全国どこでも低廉

な料金で利用できるような仕組みが確立されるべきである。 
そして、そうした仕組みが確立されることを前提に、政府は通信・放送の規

制の在り方を全面的に見直し、通信事業の公正競争の促進と放送事業者の事業

展開の自由度の拡大を図り、各事業者の競争力を高めるべきである。同時に、

通信と放送の融合が進みやすい環境を整備することを通じて、事業者自らの創

意工夫による新しいサービスの実現を容易にすべきである。 
 
（２）融合を進めるための環境整備 
 
① ＩＰマルチキャストの著作権法上の扱い 
 
放送の法体系上、電気通信役務利用放送は放送の一種であるにもかかわらず、

役務利用放送事業者によるＩＰマルチキャスト放送は著作権法上通信と解釈さ

れ、権利処理の際に不利に扱われている。従って、政府は、電気通信役務利用

放送全体が著作権法上も放送として扱われるよう、速やかに対応すべきである。 
また、現行の著作権法には、実態にそぐわない規定が散見されることから、

放送・有線放送区分を統合し、伝送路の多様化に対応した包括的な規定とする

等、利用者利便や技術革新に的確に対応した抜本改正を行うべきである。 
 
② 融合的サービスの出現を促す環境の整備 
 
既にＩＰネットワークを活用した映像配信サービスが登場し、今後さらに新

たなサービスが登場する可能性が高まっている。そうした新しいサービスは、

通信サービスの発展形としての映像配信にとどまらず、放送規律に従う事業者

としてプログラム編成された放送番組をＩＰネットワークで配信する融合放送

まで、多様な可能性があることから、これらの普及や登場を促すための環境整

備を、利用者利便に資する形で進めるべきである。 
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③ 通信・放送の技術開発の在り方の見直し 
 
技術革新のメリットを国民が最大限に享受できるようにするとともに、日本

発で国際的に通用する技術標準が生まれるようにするため、標準化の在り方を

抜本的に見直すべきである。 
また、現状では、ＮＨＫの研究とＮＴＴの基盤研究が法律で義務付けられて

いるが、その見直しを早急に行うべきである。 
 
④ 通信・放送の法体系の抜本的見直し 
 

通信・放送の融合／連携が進展するにもかかわらず、法体系上は通信と放送

が二分され、かつ、通信・放送全体で合計９本もの法律が存在している。この

ような人為的な市場の細分化により自由な事業展開が阻害されている。このた

め、通信・放送の融合に対応して現行の法体系を見直すことが喫緊の課題であ

り、即座に検討に着手すべきである。その上で、２０１０年までに、現行制度

のような基幹放送の概念の維持や放送規律の確保等を前提に必要な法制的手当

てを措置し、新たな事業形態の事業者が伝送路の多様化等に柔軟に対応して、

利用者のニーズに応じた多様なサービスを提供できるよう、伝送・プラットフ

ォーム・コンテンツといったレイヤー区分に対応した法体系とすべきである。 

なお、これはあくまで法律、規制の体系の見直しであり、事業者が垂直統合

的な組織・サービスを志向することを妨げるものでないことは当然である。 

 
（３）通信事業における一層の競争の促進 
 
① 事業規制の在り方の見直し 
 
通信・放送の融合の進展等に対応した新しいサービスの登場や料金の低廉

化・多様化等を促すためには、通信市場における公正競争を徹底することが必

要である。そのためには、デジタル化・ＩＰ化等の技術革新の進展を踏まえつ

つ、事業規制の在り方を抜本的に見直すことが必要である。 
このため、市場支配力の濫用を防止する観点から、市場構造の変化に対応し

得るドミナント規制の適正な運用や次世代網の開放を含む接続ルールの整備等、

事業規制の在り方を見直し、早急に制度整備を行うべきである。 
 
② 通信関係法制の抜本的な見直し 
 
２０１１年にはＩＰ化の進展、放送のデジタル完全移行、ブロードバンド・
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ゼロ地域の解消によって、伝送路・通信サービスからコンテンツ等に至る各レ

イヤーを越えた新しい事業モデルが主流になると見込まれる。そうした中、Ｎ

ＴＴ東西がアクセス網をはじめとするボトルネック設備を保有していることは、

公正競争の促進とサービスの一層の多様化・低廉化の実現のみならず、ブロー

ドバンド市場全体の健全な競争を阻害する可能性が高い。実際、通信インフラ

の中心が銅線から光ファイバに移行するに伴い、ＮＴＴ東西のドミナンス性が

更に高まることも考えられる。 
 従って、上記の事業規制の在り方の見直しと並行して、ＮＴＴ東西のボトル

ネック設備について、会計分離の徹底、接続ルールの遵守強化を図るための体

制整備、ボトルネック設備へのアクセスの真の同等性の確保を実現するととも

に、ＩＰネットワークによる映像配信サービスについても公正競争を確保する

ための措置等を一体として速やかに措置し、ＮＴＴ東西のボトルネック設備の

機能分離を徹底すべきである。 
これと同時に、ＮＴＴ東西の業務範囲が県内通信に限定される等の規制によ

って、ＮＴＴ東西のポテンシャルが大きく損なわれていることから、ＮＴＴ東

西のボトルネック設備の機能分離の徹底を前提として、現行法の枠内で、両社

に対する業務範囲規制を段階的に緩和すべきである。 
 また、ＮＴＴ持株会社の下に四つの通信会社が置かれている現状では、ＮＴ

Ｔ東西の業務範囲規制以外にも技術革新の進展にそぐわない面が多いと言わざ

るを得ず、一方でＮＴＴ東西の業務範囲規制の緩和には一定の法的制約がある

ことに鑑みれば、２０１１年に世界最先端のインフラが完成してもＮＴＴ各社

が本来持つポテンシャルが十分に発揮されず、世界最先端のサービスが提供さ

れないという事態になりかねない。そうした事態を避けるためには、公正競争

の促進と併行して、ＮＴＴ各社の事業展開の自由度を高めることが必要である。 
 従って、事業規制の在り方の見直しや機能分離の徹底等により公正競争が実

効ある形で確保されることを前提に、２０１０年には、通信関係法制の抜本的

な見直しを行い、ＮＴＴ東西の業務範囲規制の撤廃、持株会社の廃止・資本分

離等を一体として進めることを念頭に所要の措置を講じることとし、そのため

に必要な検討を速やかに始めるべきである。これに併せて、ブロードバンド時

代のユニバーサルサービス制度の在り方についても措置すべきである。 
こうした措置の実施により、通信事業者の合従連衡が進み、複数の通信事業

者による公正な競争が行われ、世界最先端のインフラにふさわしいサービスが

提供されるようになると期待される。なお、ＮＴＴ東西については、ボトルネ

ック性が明らかに解消されない限り、両社間及び両社とその他の事業者の間の

合併・統合等は公正競争の観点から認められるべきではないと考えられる。 
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（４）放送事業における自由な事業展開の促進 
 
① マスメディア集中排除原則の緩和 
 
 マスメディア集中排除原則は、多チャンネル化などを想定できなかった時代

に、電波の希少性を前提に策定されているため、ブロードバンドが普及しグロ

ーバル化が進展している２１世紀にはそぐわない内容となっている。実際、同

原則が、２１世紀の日本に必要な“国際的に通用するメディア・コングロマリ

ット”の出現を妨げている面もある。 
 従って、同原則を、持ち株会社方式、キー局による地方局への出資等を含む

自由度の高い形で早急に緩和し、ＩＰ化・グローバル化の時代にふさわしいマ

スメディア集中排除原則を確立すべきである。しかし、その際でも、放送の健

全な発達を図るため、ネットワーク協定を結んでいるグループ間の統合は認め

られるべきではなく、また地方局の独自性、自律性の確保には十分に配慮すべ

きである。 
 
② 既に割り当てられている周波数帯域の有効利用の促進 
 
地上波テレビ放送のデジタル化が行われた後、帯域圧縮技術の進歩等に伴い、

既存の放送事業者に割り当てられた周波数帯域の中に、放送サービスに使われ

ない未利用部分が生じることが想定されるが、当該事業者がそうした周波数帯

を有効活用して、多様なサービスの提供を通じた利用者便益の増大と、収益機

会の拡大を実現できるようにすべきである。 
そのため、通信サービスや融合サービス等の新しいサービスを提供できるよ

うな免許の導入や、電気通信役務利用放送法の地上波放送への適用を早急に実

現すべきである。また、地上波デジタル放送の一定割合以上はハイビジョン放

送とする基準を緩和すべきである。 
 
③ 地上波デジタル放送のＩＰマルチキャストによる再送信 
 
地上波デジタル放送のＩＰマルチキャストによる再送信を行う際、送信範囲

を現行の地上波免許に定められた放送対象地域に限定すべきとの議論があるが、

デジタル化・ＩＰ化の特徴の一つは、距離や地域の制約を取り払うことにあり、

地方局の番組制作力の強化と経営基盤の充実に資する面もあるため、基本的に

は再送信に地域限定を設けるべきではないと考えられる。 
 しかし、本来この問題は事業者の側で判断すべき事柄であり、行政の側がそ

の判断に積極的に関与することは適当ではない。従って、行政は、基本的には
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難視聴地域への地上波放送の到達のための補完手段としてのＩＰマルチキャス

トは推進すべきであるが、それを超える部分については、各放送事業者が自ら

の判断により、関係者との協議を踏まえて決定すべきである。例えばキー局の

番組を再送信した場合の地方局の経営への影響等、現実には様々な問題が生じ

得るので、それへの配慮は必要である。 
 
④ 地上波アナログ放送用の周波数帯域の有効利用 
 
 ２０１１年の地上波放送のデジタル化により空くこととなる周波数帯につい

ては、通信・放送融合時代にふさわしい有効活用をできるようにすべきである。 
そうした周波数帯等で、携帯向けの映像配信サービス等、既存のものとは異

なる新たな通信・放送サービスが登場することが期待されるが、そうした新し

い放送サービスについて、希望する者は電気通信役務利用放送法を用いて通信

設備を活用した放送も行えるようにする等により、新規参入を容易にすべきで

ある。 
 
⑤ コンテンツの流通環境の改善 
 
日本のソフトパワーの源であるコンテンツ産業は、数十年来市場の拡大テン

ポが遅く、経営体質も脆弱なままとなっている。その原因の一つに、放送事業

者との間でのコンテンツの取引が必ずしも盛んに行われていないことが指摘で

きる。従って、日本のソフトパワーの強化を実現するため、放送事業者は、番

組の外部調達や取引の在り方を見直し、外部調達の増大に努めることが期待さ

れる。特に、公共放送であるＮＨＫは、番組制作の一定割合以上をＮＨＫの子

会社以外の外部から調達すべきである。 
 そして、外部調達を容易にするため、コンテンツ制作者、コンテンツ利用事

業者及び放送事業者等の間での取引の場であるコンテンツ取引市場の形成とそ

の公正さの維持に努めるべきである。 
なお、外部調達の公正性を確保するため、中立的な機関による匿名での苦情

受付や取引監視等の仕組みが必要である。 
 

（５）ＮＨＫの抜本改革 
 
① 経営委員会の抜本的改革 
 
ＮＨＫのガバナンスの強化のためには、実質的には諮問委員会の役割しか果

たしていない経営委員会の抜本的な改革が不可欠であることから、以下の措置

 8



を可及的速やかに講じ、経営委員会と理事会の関係を一般の株式会社の取締役

会と執行役会の関係に近づけ、経営委員会を真の意味でＮＨＫの経営の監督の

中核となるようにすべきである。 
 
・ 一部委員の常勤化 
・ 事務局の抜本的強化 
・ 経営委員会内部にコンプライアンス組織を設置 
・ 経営委員のメンバー構成等の再検討 
等 
 
② ＮＨＫのチャンネルの削減 
 
現行のＮＨＫの８チャンネルは、電波の希少性、個々のチャンネルの役割等

を勘案した場合、公共放送として放送するには、明らかに多過ぎると考えられ

る。 
具体的には、衛星放送については、難視聴対策として行うことが適当である

が、そうした対策は１チャンネルで十分であり、１チャンネルを削減すべきで

ある。次に、ＦＭラジオ放送については、民間のＦＭ放送や音楽配信サービス

が普及している現状では、多彩な音楽番組の提供という公共放送としての役割

は既に終えたものと考えられる。従って、これらの放送については、必要な周

知等の措置を十分に行った上で、２０１１年までに停波の上、速やかに民間へ

の開放等の措置を取り、視聴者が多様な放送を享受できるようにすべきである。 
他方で、地上波テレビ放送については、視聴者のニーズ等を勘案して、直ち

に削減することは困難だと考えられる。地方や高齢者への配慮等の観点から、

現行の２チャンネルを当面継続すべきである。 
衛星ハイビジョン放送が２０１１年に停波されることを勘案すれば、以上に

より現行の８チャンネルは５チャンネルとなり、肥大化したＮＨＫのスリム化

に貢献するものと考えられる。 
 
③ ＮＨＫ本体と子会社の見直し 
 
ガバナンスや経営の効率性に対する意識が職員に浸透しにくい中で、ＮＨＫ

がグループ全体として肥大化し、不祥事が続発するとともに非効率が浮き彫り

になっている現状を踏まえると、ＮＨＫグループ全体を抜本的に見直してスリ

ム化する必要がある。 
ＮＨＫ本体に関しては、第一に、不祥事が続発した娯楽・スポーツ等の制作

部門については、公共性が必ずしも高いとは言えないことから、本体から分離
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して関連子会社と一体化した新たな子会社とし、民間との競争に晒されるよう

にすべきである。第二に、地上波放送のデジタル化が完了した後は、伝送部門

は、未利用周波数帯を活用して、他の放送事業者への貸し出しや融合サービス

等の様々なサービスを提供できるようになることから、これらの収益事業を行

える体制を整え、受信料の低減と電波の有効利用に資するようにすべきである。

このため、ＮＨＫの伝送部門を本体から分離して子会社とすべきである。仮に

子会社化に様々な困難が伴う場合、最低限、まずはＮＨＫ本体の中で伝送部門

に係る会計等を早急に分離し、コスト構造の透明化等を図り、ＮＨＫ本体で実

施できる体制を整えるべきである。 
次に、ＮＨＫの全ての子会社については、本体からの出資の継続の必要性等

を厳しく精査した上で、子会社の抜本的な整理・統合に着手し、子会社の数を

大幅に削減すべきである。また、行政の側でも、子会社への出資時のみならず、

子会社の活動を必要に応じて適宜規律できるようにすべきである。 
更に、ＮＨＫ本体と子会社の関係の抜本的な見直しが必要であり、様々な外

注を行うに際して子会社に集中的に発注する体制を改めるべきである。 
 
④ 番組アーカイブのブロードバンドでの提供 
 
 デジタル化とＩＰ化が進む中では、公共放送はブロードバンド上でも一定の

役割を果たすことが求められる。具体的には、ＮＨＫの過去の番組アーカイブ

をブロードバンド上で積極的に公開することを通じ、日本のコンテンツ制作力

を強化するとともに、海外に対する映像情報発信を促進するべきである。 
 従って、これまでの行政指導による制約を廃止し、ＮＨＫの番組アーカイブ

をブロードバンド上において有料で利用可能とすべきである。そのため、必要

な権利処理を行うとともに、当該事業を行う部門を本体から分離して子会社と

すべきである。仮に子会社化に様々な困難が伴う場合、当該部門の会計分離等

を厳格に講じ、ＮＨＫ本体で速やかに実施できる体制を整えるべきである。 
 
⑤ 国際放送の強化 
 
 日本のソフトパワーを強化する観点からは、世界に“日本ファン”を増やす

ことが重要である。同時に、グローバル化と人口減少が進む中では、海外の目

を日本に向けさせ、海外から日本に来る企業、観光客・留学生等の数を増大さ

せることが必要である。 
 これらの課題に対処するためには、外国人向けの映像による英語国際放送を

早期に開始すべきであり、その際は、日本の文化・学術や報道、アジアの情報

等をバランス良く発信するとともに、テレビ放送とＩＰ網による番組配信の双
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方で行うべきである。 
 そうした国際放送を実施する主体としては、公共放送であるＮＨＫが最適で

あると考えられるが、同時に、民間放送事業者のノウハウや番組提供も必要で

あることから、新たにＮＨＫの子会社を設立して実施することとし、当該子会

社に対する民間の出資を積極的に受け入れるようにすべきである。 
 その際、こうした新しい国際放送の採算性を安定的に確保するため、編集の

独立性は確保しつつ、運営財源として財政支援も検討すべきである。 
 
⑥ 受信料制度の改革 
 
 公共放送の維持のためには、不祥事の続発の結果生じた大規模な受信料不払

いの問題を解決することが必要不可欠である。また、大量の受信契約の未契約

等のまま視聴する事例が余りに多い現状を看過することはできない。 
 そのためには、上述の様々なガバナンス強化やチャンネルの削減、組織のス

リム化等の措置によりＮＨＫの公共性を絞り込んだ上で、過大な水準にある受

信料徴収コストを出来る限り削減するとともに、現行の受信料を大幅に引き下

げ、ＮＨＫの再生に対する国民の理解を得ることが必要である。それを前提に

受信料支払いの義務化を実施すべきである。その後更に必要があれば、罰則化

も検討すべきである。 

 11



資料１ 

「通信・放送の在り方に関する懇談会」 

構成員名簿 

 

（敬称略・五十音順） 

 

久保利英明    弁護士 

 

菅谷  実    慶應義塾大学教授 

 

林  敏彦    放送大学教授 

 

古川  享    慶應義塾大学教授 

 

松原  聡    東洋大学教授 座長 

 

宮崎 哲弥    評論家 

 

村井  純    慶應義塾大学教授 

 

村上 輝康    野村総合研究所理事長 
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資料２  

「通信・放送の在り方に関する懇談会」開催経緯 
 

 

第１回会合（平成１８年１月２０日（金）開催） 
・ 開催要綱 
・ 議事の取扱いについて 
 
第２回会合（平成１８年１月２３日（月）開催） 
・ ＮＨＫの在り方 
 
第３回会合（平成１８年２月 ７日（火）開催） 
・ 放送業界の在り方 
 
第４回会合（平成１８年２月２１日（火）開催） 
・ 通信業界の在り方 
 
第５回会合（平成１８年３月 ９日（木）開催） 
・ これまでの議論を踏まえた横断的な課題について 
 
第６回会合（平成１８年３月１３日（月）開催） 
・ 関係事業者・団体からのヒアリング 

日本放送協会            社団法人日本ケーブルテレビ連盟 
株式会社ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ   社団法人日本芸能実演家団体協議会 

 
第７回会合（平成１８年３月２２日（水）開催） 
・ 関係事業者・団体からのヒアリング 

社団法人日本民間放送連盟      日本電信電話株式会社 
ＫＤＤＩ株式会社          ソフトバンク株式会社 

 
第８回会合（平成１８年３月２８日（火）開催） 
・ フリーディスカッション（ヒアリングを踏まえた討議） 
 
第９回会合（平成１８年４月１１日（火）開催） 
・ フリーディスカッション（放送、ＮＨＫ） 
 
第１０回会合（平成１８年４月２０日（木）開催） 
・ フリーディスカッション（法体系・行政、通信、ＮＨＫ） 
 
第１１回会合（平成１８年５月 ９日（火）開催）
・ フリーディスカッション（論点整理案） 
 
第１２回会合（平成１８年５月１６日（火）開催） 
・ フリーディスカッション（報告書骨子案） 
 
第１３回会合（平成１８年６月 1 日（木）開催） 
・ フリーディスカッション（報告書案） 
 
第１４回会合（平成１８年６月６日（火）開催） 
・ 報告書取りまとめ 
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